
【震災対策編】 

 [復旧復興計画] 

 震災-復旧- 1 

第４章 震災復旧復興計画 

 

大規模地震の発生に伴い多くの市民が負傷し、住居や家財を失うことによる社会的混乱

の発生が予想される。 

本市は、人心の安定と社会的秩序の維持を図るため、各防災機関は協力して生活安定の

ための措置を講じるものとする。 

また、被災した公共土木施設、都市施設及び農業施設に対する応急措置後は、本来の生

活基盤、都市基盤及び農業生産基盤を維持するとともに、災害の拡大・再発防止を目指し

た災害復興計画を策定するものとする。 
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第４章 震災復旧復興計画 第１節 生活安定のための措置 

第２節 公共施設等の復旧計画 

第３節 激甚災害の指定 

第４節 災害復興の基本方針 
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第１節 生活安定のための措置 

 

災害により被害を受けた市民の自立復興を促進し、もって市民生活安定の早期回復を

図ることを目的に、被災者の支援について次の計画を定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害市民相談 

第２ 被災者の生活確保 

第３ 農業・中小企業への支援 
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第１ 災害市民相談 

被災者から寄せられる多様な生活上の不安に対応できるような総合相談窓口を開設

し、被災以前の状態への早期回復を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.１ 総合相談窓口の開設【 市民支援班、関係各課 】 

被災者は、被災直後から厳しい生活環境におかれ、将来への不安を抱え込むことにな

る。 

そのような不安を解消するために、「市民支援班」は、関係各課と協力・連携し、総

合相談窓口を開設する。 

総合相談窓口では、おおむね次のような業務を行うこととするが、災害の規模や範囲

に応じて業務内容を調整するなど柔軟に対応する。 

 

(1) 各種手続きの総合窓口 

見舞金の交付、資金貸付、税の減免・徴収猶予、中小企業者・農業者への融資等に

関する手続き及び相談を一元的に処理する。 

(2) 各専門分野での相談 

①  医療、保健（精神保健含む）、福祉、住宅に関する相談を受ける。 

②  相談内容に的確に対応するため、国及び県の担当部局と連携し、専門家の派遣を

要請する。また、ライフライン関係者もスタッフに加える。 

(3) 法律相談の実施 

弁護士等の協力を得て、各種法律上の相談に応じる。 

(4) 情報の提供 

自立を図る上でのさまざまな情報を収集し、電話での照会及び報道機関、広報誌等

を通じた広報によって提供する。 

(5) その他 

①  被災者からの要望を聞きっぱなしに終わらせることのないようにする。 

②  必要に応じて避難所の巡回相談を行う。 

③  要配慮者に対応する職員を専任で配置する。 

 

第１ 災害市民相談 １.１ 総合相談窓口の開設 

１.２ 尋ね人相談 

１.３ 住家の被害認定調査 

１.４ 被災者台帳の作成 

１.５ 罹災証明の発行 
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１.２ 尋ね人相談【 広報情報班、市民支援班 】 

(1) 相談窓口の開設 

①  正確な情報の把握 

「広報情報班」は、発災直後から警察、消防、医療等関係機関、避難所、市民組

織等と緊密に連絡し、被災者に関する情報を収集し、「市民支援班」に報告する。 

②  警察との連携 

「市民支援班」は、「広報情報班」が収集した被災者に関する情報を整理する。 

(2) 情報の提供 

①  新聞、テレビ、ラジオ等マスコミ報道の利用 

②  臨時広報等の発行、避難所等への掲示、市ホームページ 

③  東日本電信電話(株)の「災害用伝言ダイヤル（１７１）」の活用 

 

 

 

 

 

１.３ 住家の被害認定調査【 被害調査税務班、住宅対策班 】 

(1) 被害認定調査の準備 

「被害調査税務班」及び「住宅対策班」は、「災害に係る住家被害認定業務 実施体

制の手引き（内閣府）」を参考に被害認定調査のための事前準備を行う。 

① 調査計画の策定 

調査計画を策定するため、市内家屋の被害状況を把握する。ただし、被災範囲が

市全域に及ぶ場合は、必要に応じて航空写真を撮影する。また、設定した調査期間

に必要な調査人数を確保できるかを把握する。 

② 調査員の確保 

ア 調査班の編成と調査地区割りの検討 

イ 庁内のみでは必要な人数が確保できない場合、埼玉県及び他の地方公共団体等

へ、応援人員数や職種、応援期間について明確にした上で応援を依頼する。 

ウ 応援人員の受け入れを行う場合は、業務内容の説明や、研修会の開催、資機材

の確保など受援体制を整える。 

③ 調査備品等の準備 

ア 調査携帯品の調達、準備（メジャー、調査票、土地家屋現況図又は住宅地図等） 

イ 調査員運搬用車両の確保、手配 

(2) 被災家屋調査の実施 

調査班は、次の要領で調査を実施する。（詳細は「災害に係る住家の被害認定基準運

用指針」（内閣府）参照のこと。） 

  ① 地震 

地震により被災した住家に対する被害調査は、第１次調査、第２次調査の２段階

で実施する。ただし、調査棟数が少ない場合等は、第１次調査を実施せず、第２次

調査から実施することもできる。 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

情報手段の混乱等により被災者の安否や移動先について、全国各地の被災者の

親戚・知人・友人等からの安否の照会が市役所、警察、避難所に寄せられた。 
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第１次調査は、外観目視調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の

傾斜の計測及び住家の主要な構成要素（外観から調査可能な部分に限る。）ごとの損

傷程度等の目視による把握を行う。 

第２次調査は、第１次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施

し、外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住

家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行

う。なお、第２次調査は、原則として申請者の立会いのもと、内部立入調査を行う。

ただし、倒壊の危険がある等、内部立入調査ができない相当の理由がある場合は、

外観目視調査のみでも可とする。 

  ② 水害 

水害により被災した住家に対する被害調査は、戸建て（木造・プレハブ）の１～

２階建ての場合には、第１次調査・第２次調査の２段階で実施し、それ以外の場合

には第２次調査の１段階のみで実施する。ただし、調査棟数が少ない場合において

は、第１次調査を実施せず、第２次調査から実施することもできる。なお、水害に

よる被害だけではなく風害による被害を伴う場合は、２次調査の１段階のみで実施

する。 

第１次調査は、戸建て（木造・プレハブ）の１～２階建ての場合に利用するもの

で、外観の損傷状況及び浸水深の目視による把握を行い、住家の損害割合を算定し、

被害認定基準等に照らして、住家の被害の程度を判定する。なお、越流、堤防決壊

等水流や泥流、瓦礫等の衝突の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生し

ている場合と、そうでない場合とで判定の方法が異なることに留意する。 

第２次調査は、第１次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合、第１

次調査の対象に該当しない場合又は第１次調査を実施したが判定に至らなかった場

合に実施し、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測、浸水深の確認

及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。なお、第２

次調査は、外観から一見して全壊と判定できる場合を除き、原則として被災者の立

会いのもと、内部立入調査を行う。ただし、倒壊の危険がある等、内部立入調査が

できない相当の理由がある場合は、外観目視調査のみでも可とする。 

  ③ 風害 

風害により被災した住家に対する被害調査は、外観の損傷状況の目視による把握、

住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を

行う。なお、調査は、外観から一見して全壊と判定できる場合及び明らかに被害の

程度が半壊に至らないと判断できる場合を除き、原則として被災者の立会いのもと、

内部立入調査を行う。ただし、倒壊の危険がある等、内部立入調査ができない相当

の理由がある場合は、外観目視調査のみでも可とする。 

  ④ 再調査  

調査（地震・水害による被害の場合は第２次調査）実施後、被災者から判定結果

に関する再調査の依頼があった場合には、当該被災者の依頼の内容を精査し、再調

査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を行う。 

また、再調査に基づく住家の被害の程度の判定結果については、理由とともに、
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当該被災者に示すものとする。 

⑤  応急危険度判定及び被災度区分判定との関係 

応急危険度判定は、大規模地震の直後に一般的に実施されるが、これは建築の専

門家が余震等による被災建築物の倒壊危険性及び建築物の部分の落下の危険性等を

判定し、その結果に基づいて当該建築物の当面の使用の可否について判定すること

により、二次的災害を防止することを目的とする。したがって、落下物の除去等、

適切な応急措置が講じられれば判定が変更されることもあり得る。このため、応急

危険度判定で「危険」と判定された住家が、必ずしも全壊又は半壊と認定されると

は限らない。 

 

１.４ 被災者台帳の作成【 被害調査税務班、要配慮者支援班、市民支援班 】 

「被害調査税務班」は、被災者支援について「支援漏れ」や「手続きの重複」をなく

し、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、「要配慮者支援班」、

「市民支援班」と連携し、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項等を一元的に

集約する被災者台帳を作成する。 

(1) 被災者台帳に記載又は記録する事項 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先 

⑥ 世帯の構成 

⑦ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況（家屋の被害認定調査結果） 

⑧ 罹災証明書の交付の状況 

⑨ 援護の実施の状況 

⑩ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

⑪ 市長が台帳情報を市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合は、

その提出先 

⑫ 上記に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

(2) 台帳情報の提供・利用・収集 

  ① 本人への情報提供 

市は、本人から台帳情報の提供を求められたときは、求められた台帳情報を本人

へ提供することができる。 

  ② 本人の同意を得た情報提供 

市は、本人の同意があるときに限り、本人が同意した提供先へ本人の同意の範囲

内で台帳情報を提供することができる。 

  ③ 内部利用 

市は、被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用すること

ができる。 

  ④ 台帳整備のための他の地方公共団体への情報提供依頼 
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市は、関係地方公共団体等へ被災者台帳整備に必要な情報の提供を求めることが

できる。 

  ⑤ 他の地方公共団体からの台帳情報提供依頼 

市は、他の地方公共団体から被災者の援護のために台帳情報の提供を求められた

ときは、必要な限度で、台帳情報を提供することができる。（本人の同意は不要とさ

れている。） 

  ⑥ 被災者台帳を作成している旨の伝達又は公表 

    市が被災者台帳を作成していることを利用申請対象者が認識できるよう、市は被 

災者台帳を作成した際には、被災者台帳を作成している旨及び台帳情報の事項等

について、台帳情報を提供する可能性のある者等に伝達するか又は公表する。 

  『【様式】様式第９号「被災者台帳情報提供申請書（本人）」』参照 

  『【様式】様式第１０号「被災者台帳情報外部提供同意書」』参照 

  『【様式】様式第１１号「被災者台帳情報提供依頼書（地方公共団体）」』参照 

  『【様式】様式第１２号「被災者台帳情報提供依頼書（NPO・民間等）」』参照 

 

１.５ 罹災証明の発行【 市民支援班、市民課 】 

(1) 罹災証明の実施 

罹災証明は、災害救助法による各種施策や市税の減免を実施するに当って必要とさ

れる住家等の被害程度について、被災者の応急的、一時的な救済を目的に、市長が確

認できる程度の被害について証明するものとする。 

なお、市は、被災者から罹災証明の申請があったときは、遅滞なく、住家等の被害

状況を調査し、罹災証明書を交付するものとする。 

(2) 罹災証明の対象 

罹災証明は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた次に

示すものを対象とする。 

  ①住家の被害 

    全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない（一部損壊） 

②住家以外の被害（住家の被害に加えて次のような被害がある場合） 

  人的被害、非住家、構造物、動産（家財や自動車など）の被害 

 

(3) 罹災証明を行う者 

罹災証明は、市長が行うものとし、罹災証明書の発行事務は、災害対策本部が設置

されている場合は「市民支援班」が担当し、それ以外の場合は市民課が担当するもの

とする。 

ただし、火災による罹災証明は、消防本部が行うこととする。 

(4) 罹災証明書の発行 

罹災証明書は、罹災証明の対象となる家屋の居住世帯主、世帯構成員及び所有者の

申請に基づき、市長又は消防本部が作成した、罹災証明書をこれらの者に発行するこ

とにより行うこととし、証明手数料は免除する。 

なお、罹災証明書に記載する「住家の被害の程度」及び「住家以外の被害」につい
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ては、原則、被災者台帳に基づき、記載するものとし、発行後は、被災者台帳に交付

状況を記載するものとする。 

  『【様式】様式第５号「罹災証明書」』参照  

(5) 広報と相談窓口の設置 

罹災証明書に関する広報を「広報情報班」に依頼し、広報紙や報道機関と連携し、

被災者へ周知徹底を図ることとする。 

特に、地震後に実施される被災建物応急危険度判定と住家被害認定調査の違いを正

確に被災者へ伝達することが必要となる。 

また、罹災証明書に関する相談窓口を市役所に設置し、罹災証明書の発行や再調査

の受付、相談を実施する。 

□大地震発生後の住家被害認定調査の実施及び罹災証明書の交付の流れ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再調査の実施 

（外観目視調査・内部立入調査） 

※再調査は、依頼内容を精査し、再調査が必要と

考えられる点があれば、その点について行う。 

罹災証明書の交付 

罹災証明書の 

再交付 

判定結果の理由 

の説明 

※判定結果に変更が 

 あった場合 

※判定結果に変更が 

 なかった場合 

被災者台帳へ罹災証明書の交付状況を記載 

住家被害認定調査の準備 

地震による住家被害の発生 

住家被害認定調査の実施 

・第１次調査（外観目視調査）  

・第２次調査（外観目視調査・内部立入調査）  

 

被災者台帳の整備 

罹災証明書 

の申請 
罹災証明書の受付 

罹災証明書 

の受理 

再調査の依頼 

※第２次調査は、第１次調査を実施した

住家の被災者から申請があった場合、

原則として申請者の立会いのもと、実

施する。 

※判定結果に 

 納得しない場合 

罹災証明書の受理 

被災者台帳の修正 

＜被災者＞ 
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第２ 被災者の生活確保 

災害により被害を受けた市民が速やかに再起し生活の安定を早期に回復するよう、被

災者に対する災害弔慰金等の支給、災害援護資金・住宅資金等の貸付、住宅の再建等の

施策を講ずるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 生活福祉資金の貸付【 市社会福祉協議会 】 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者等に対して速やかに自力更生をさせるため、

生活福祉資金貸付制度により、民生委員・児童委員及び市社会福祉協議会の協力を得て、

災害援護資金及び住宅資金の貸付を予算の範囲内で行う。 

 

(1) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 

貸付対象者 

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要

する高齢者が属する世帯に限る）※ただし、「災害弔慰金の支給に関す

る法律」に基づく、災害援護資金の対象とならない世帯であること 

貸付限度 １５０万円以内 

資金使途 滅失した家財の購入、転居費用等 

貸付条件 

償還期間：６か月以内の据置期間経過後７年以内 

貸付利率：連帯保証人を立てた場合：無利子 

     連帯保証人を立てない場合：年１．５％ 

 

第２ 被災者の生活確保 ２.１ 生活福祉資金の貸付 

２.２ 災害弔慰金、災害障害見舞金の 

    支給及び災害援護資金の貸付 

２.３ 被災者生活再建支援制度 

２.４ 埼玉県・市町村被災者安心 

    支援制度 

２.５ 災害復興住宅融資 

２.６ 租税等の徴収猶予及び減免等 

２.７ 就労支援 

２.８ 生活保護  

２.９ 郵便事業に係る措置 
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(2) 住宅の補修等に必要な経費 

貸付対象者 

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要

する高齢者が属する世帯に限る）※ただし、「災害弔慰金の支給に関す

る法律」に基づく、災害援護資金の対象とならない世帯であること 

貸付限度 ２５０万円以内 

資金使途 現住家屋が被災したことによる補修費用や改築費用 

貸付条件 

償還期間：６か月以内の据置期間経過後７年以内 

貸付利率：連帯保証人を立てた場合：無利子 

     連帯保証人を立てない場合：年１．５％ 

 

２.２ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

【 地域福祉課、障がい福祉課 】 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により死亡した者の遺族に対し

て支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対して支給

する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災

害援護資金は、市が実施主体となり、条例に基づき実施する。 

□災害弔慰金の支給 

対象災害 

① 当該市町村の区域内において自然災害により５世帯以上の住居の

滅失があった場合 

  ⇒ 当該市町村の災害による被害が対象 

② 県内において、自然災害により住居の滅失した世帯数が５以上の市

町村が３以上存在する場合 

  ⇒ 県内全市町村の同一災害による被害が対象 

③ 県内において自然災害で災害救助法による救助が行われた市町村

がある場合 

  ⇒ 県内全市町村の同一災害による被害が対象 

④ 自然災害で災害救助法が適用された市町村が複数の都道府県にあ

る場合 

  ⇒ 全都道府県（県内全市町村）の同一災害による被害が対象 

支給対象 

① 上記の災害による死亡者（３ヶ月以上の行方不明者を含む） 

② 住居地以外の市町村の区域内（県外も含む）で災害に遭遇して死亡

した者 

支給対象 

遺族 

死亡当時の配偶者（事実婚を含む）、子、父母、孫、祖父母を対象と

し、兄弟姉妹は対象がおらず、さらに死亡者の死亡当時に同居又は生計を
同じくしていた場合に限る。 

支給額 
① 生計維持者が死亡した場合 ５００万円 

② ①以外の場合       ２５０万円 

費用負担 国１／２、県１／４、市町村１／４ 
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□災害障害見舞金の支給 

対象災害 災害弔慰金の場合と同様 

支給対象者 上記の災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者 

支給額 
① 生計維持者  ２５０万円 

② ①以外の場合 １２５万円 

費用負担 災害弔慰金の場合と同様 

 

□災害援護資金の貸付 

対象災害 
県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村が１

市町村でもある場合、県内全市町村の被害が対象となる。 

貸付対象者 

上記の災害で被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付けられる。 

ただし世帯の年間総所得が次の金額を超えた世帯は対象とならない。 

① 世帯員が１人   ２２０万円 

② 〃   ２人   ４３０万円 

③ 〃   ３人   ６２０万円 

④ 〃   ４人   ７３０万円 

⑤ 〃   ５人以上 ７３０万円に世帯員の人数から４人を除いた 

           者１人につき３０万円を加算した額 

⑥ 住居が滅失した場合は、世帯員の人数にかかわらず１，２７０万円 

貸付対象 

となる被害 

① 療養期間が１ヶ月以上である世帯主の負傷 

② 住居の全壊、半壊又は家財の被害額が時価の１／３以上の損害 

貸付金額 

① 世帯主の１ヶ月以上の負傷   限度額 １５０万円 

② 家財の１／３以上の損害     〃  １５０万円 

③ 住居の半壊           〃  １７０（２５０）万円 

④ 住居の全壊           〃  ２５０（３５０）万円 

⑤ 住居の全体が滅失若しくは流失  〃  ３５０万円 

⑥ ①と②が重複          〃  ２５０万円 

⑦ ①と③が重複          〃  ２７０（３５０）万円 

⑧ ①と④が重複          〃  ３５０万円 

※ （ ）は、特別の事情がある場合の額 

償還期間 １０年間とし、据置期間は、そのうち３年間 

利率 保証人あり無利子。保証人なし年１．５％（措置期間中は無利子） 

償還方法 年賦、半年賦又は月賦 

負担割合 貸付原資の２／３を国庫補助、１／３を県負担 

  『【資料】第２．２２「吉川市災害弔慰金の支給等に関する条例」』参照 

  『【資料】第２．２３「吉川市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」』参照 

  

２.３ 被災者生活再建支援制度【 市民課、地域福祉課 】 

 (1) 制度の概要 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援

法に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建

支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と

被災地の速やかな復興に資することを目的とする。 
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  □被災者生活再建支援制度 

目的 
被災者生活再建支援金を支給し、被災者の自立した生活の開始を

支援する。 

対象災害 
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴火、

その他の異常な自然現象より生ずる災害） 

対象災害の 

規模 

政令で定める自然災害 

① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに

該当する被害が発生した市町村における自然災害 

② 市町村において 10以上の世帯の住宅が全壊した自然災害 

③ 県において 100以上の世帯の住宅が全壊した自然災害 

④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅が全壊

する被害が発生した市町村（人口１０万人未満に限る）における

自然災害 

⑤ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、①～③の区域に隣

接する市町村（人口１０万人未満に限る）における自然災害 

支援対象世帯 

住宅が全壊（全焼・全流失等）した世帯その他これに準ずる程度

の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるもの 

① 住宅が全壊した世帯 

② 住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等やむを得な

い事由により住宅を解体した世帯 

③ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続することが

見込まれる世帯 

④ 大規模半壊の被害を受けたと認められる世帯 

⑤ 中規模半壊の被害を受けたと認められる世帯 

※  全壊:損害割合５０％以上 

大規模半壊:損害割合４０％以上５０％未満 

中規模半壊:損害割合３０％以上４０％未満 

半壊:損害割合２０％以上５０％未満 

 

支援金の額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 
全壊 解体 長期避難 大規模半壊 

支給額 １００万円 １００万円 １００万円 ５０万円 

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

〈全壊等〉 

住宅の 

再建方法 
建設・購入 補修 

賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

〈中規模半壊〉 

住宅の 

再建方法 
建設・購入 補修 

賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 １００万円 ５０万円 ２５万円 

 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補

修）する場合は、差額を支給 
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市 

①住宅の被害認定 

②罹災証明書等必要書類の発行 

③被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

④支給申請書等の必要書類のとりまとめ及び県への送付 

県 

①被害状況のとりまとめ 

②災害が法適用となる場合の内閣府等への報告及び公示 

③支給申請書等の必要書類のとりまとめ及び支援法人への送付 

被災者生活 

再建支援法人 

①国への補助金交付申請等 

②支援金の支給 

③支給申請書の受領・審査・支給決定 

④申請期間の延長・報告 

国（内閣府） 被災者生活再建支援法人への補助金交付等 

 

 (2) 支援金の支給 

「市民支援班（市民課）及び要配慮者支援班（地域福祉課）」は、被害世帯の支給申

請の受付を行い、被災者台帳、罹災証明書をもとに、支給申請書の必要書類を取りま

とめ、県に送付する。 

 

  □支援金の支給手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※県では支援金支給に関する事務の全部を被災者生活再建支援法人に委託している。 

 

２.４ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度【 市民課、地域福祉課 】 

 (1) 制度の概要 

「２.３ 被災者生活再建支援制度」では、同一の地域で発生した同一災害にも関わ

らず、一部の地域で支援制度が適用されないという地域的不均衡が生じる場合がある。 

このため、県と県内全市町村の相互扶助により、支援法の適用とならない地域で自

然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とし

た独自の制度を創設し支援を行う（平成２６年４月１日以降に発生した自然災害から

適用。ただし、半壊特別給付金については令和２年４月１日以降に発生した自然災害

から適用）。 

  

④支援金支給申請 ⑤送付 ⑥送付 

⑦支援金の支給（口座振込） 

⑧補助金申請 

②適用報告 

被

災

世

帯 

市 

埼

玉

県 

支
援
法
人 

被
災
者
生
活
再
建 

 

③罹災証明書の交付 

①支援法適用 

②適用報告 ⑨補助金交付 ②適用報告 国
（
内
閣
府
） 
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  □埼玉県・市町村生活再建支援金 

目的 

被災者生活再建支援法が適用とならなかった地域において、埼玉

県・市町村生活再建支援金を支給し、被災世帯の生活再建を支援す

る。 

対象災害 ※被災者生活再建支援法の規定と同様の内容 

対象災害の 

規模 

自然災害の規模は問わない。ただし、対象は被災者生活再建支援

法が適用とならなかった地域に限る。 

支援対象世帯 ※被災者生活再建支援法の規定と同様の内容 

支援金の額 ※被災者生活再建支援法の規定と同様の内容 

市 

①住宅の被害認定 

②罹災証明書等必要書類の発行 

③被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

④支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び県への書

類送付 

県 

①被害状況のとりまとめ 

②支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定 

③被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定通知の

写し送付 

④被災世帯主へ支援金の支給 

⑤各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求 

⑥申請期間の延長決定 

 

 (2) 埼玉県・市町村生活再建支援金の支給 

「市民支援班（市民課）及び要配慮者支援班（地域福祉課）」は、被害世帯の支給申

請の受付・第一次審査を行い、罹災台帳、罹災証明書をもとに必要書類を取りまとめ、

県に送付する。 

 

  □支援金の支給手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被

災

世

帯 

市 

埼

玉

県 

 

①罹災証明書の交付 

②支援金支給申請 

④決定通知（写）送付 

④決定通知送付、⑤支援金の支給（口座振込） 

負担金の請求 

県
内
全
市
町
村 

③申請書等送付 

負担金の納付 
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 □埼玉県・市町村半壊特別給付金の概要 

目的 

災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯に対し、埼玉

県・市町村半壊特別給付金を支給し、被災世帯の生活再建を支援す

る。 

対象災害 ※被災者生活再建支援法の規定と同様の内容 

対象災害の 

規模 

自然災害の規模は問わない。ただし、対象は災害救助法が適用と

ならなかった地域に限る。 

支給対象世帯 
 埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別給付

金に関する要綱第２条第１項(２)オで定める住家が半壊した世帯 

給付金の額 ５０万円（※世帯人数が１人の場合は、３７万５千円） 

市 

① 住宅の被害認定 

② 罹災証明書等必要書類の発行 

③ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

④ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び県への

書類の送付 

県 

① 被害状況のとりまとめ 

② 支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定 

③ 被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定通知

の写し送付 

④ 被災世帯主へ給付金の支給 

⑤ 各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求 

⑥ 申請期間の延長決定 

 

□埼玉県・市町村人的相互応援の概要 

目的 
災害による被災市町村の迅速な応急対策及び復旧対策を応援する

ことにより、被災者の速やかな生活の再建を支援する。 

対象災害 
災害対策基本法（昭和３６年保率第２２３号）第２条第１号に規

定する災害 

対象災害の 

規模 

被災市町村のみでは十分かつ迅速に救助、応急対策及び復旧対策

を実施することが困難な場合に、必要な技術職、事務職及び技能職

等の職員を被災市町村からの要請に応じて短期間派遣するものとす

る。 

支給対象世帯 

①県に職員派遣の要請（派遣要請依頼書の提出） 

②県から派遣調整結果通知書を受領、確認 

③派遣市町村又は県の派遣期間に対して派遣要請書を提出 

④応援職員の受入れ 

被災地以外の

市町村（派遣

市町村） 

①派遣可能の可否、派遣可能職員数の回答 

②県から派遣調整結果通知書の受領、確認 

③要請市町村から派遣要請書を受領 

④職員の派遣 

県 

①要請市町村から職員派遣要請の受理、市長村又は県の期間に対し

て派遣の可否についての照会 

②派遣市町村又は県の機関と派遣人数等について調整及び派遣調整

結果通知書を要請市町村、派遣市町村及び県の派遣期間に送付 

③要請市町村から派遣要請書を受領 

④県の派遣期間による職員の派遣 
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  □埼玉県・市町村人的相互応援による職員派遣手続 
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①職員派遣の要請 

②派遣調整結果 

通知書の送付 
②派遣調整結果通知書 

の送付 

④職員の派遣 

③派遣要請書の送付 

①派遣可否の照会 

①派遣可否、派遣可能 

人数等の回答 

被
災
地
以
外
の
市
町
村 

④職員の派遣 
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 □埼玉県・市町村家賃給付金の概要 

目的 

自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯に対し、埼玉

県・市町村家賃給付金を支給し、被災世帯の生活の再建を図ること

を支援する。 

対象災害 
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴火、

その他の異常な自然現象より生ずる災害） 

対象災害の 

規模 

自然災害の規模は問わない。 

給付対象世帯 

下記の特別な理由により、県又は市町村が提供し、又は斡旋する

公営住宅等に入居せず、自己の費用をもって賃借した民間賃貸住宅

（仮住宅）に入居した全壊世帯（埼玉県・市町村家賃給付金に関す

る要綱第３条に規定する世帯）。 

①全壊世帯に身体障がい者がおり、近隣の公営住宅等にバリアフリ

ー住宅がないこと。 

②全壊世帯に児童又は生徒がおり、公営住宅等に入居すると通学区

域が変更になること。 

③公営住宅等に入居すると１週間に１日以上通院しているかかりつ

け医療機関から離れ、自動車等の通院手段がなく通院が困難にな

ること。 

④公営住宅等に入居すると全壊した住宅の所在地から離れて遠くな

り、親族の介護、介助が困難になること。 

⑤公営住宅等に入居すると、入居の規定により、当該自然災害発生

前から飼育しているペットの飼育が困難になること。 

⑥その他、前各号に準ずるやむを得ないと認められる理由 

給付金の額 

給付金の額は、仮住宅の賃借料相当額（敷金、礼金、権利金、共

益費、管理費等を除く。）とし、月額６万円を上限とする。ただし、

支給対象世帯の世帯員が５人以上である場合には、給付金の額は月

額９万円を上限とする。 

支給期間は、仮住宅に連続して入居する期間とし、最長１２月と

する。 

市 

①住宅の被害認定 

②罹災証明書等必要書類の発行 

③被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

④支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び県への書

類送付 

県 

①被害状況のとりまとめ 

②支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定 

③被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定通知の

写し送付 

④被災世帯主へ給付金の支給 

⑤各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求 

⑥申請期間の延長決定 
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 (3) 埼玉県・市町村家賃給付金の支給 

「市民支援班（又は地域福祉課）」は、被害世帯の支給申請及び至急請求の受付・第

一次審査を行い、罹災台帳、罹災証明書をもとに必要書類を取りまとめ、県に送付す

る。 

 

  □給付金の支給手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.５ 災害復興住宅融資【 都市計画課 】 

住宅金融支援機構は、地震等の自然災害により住宅に被害を受けた者に対し、住宅金

融支援機構法の規定に基づき災害復興住宅融資（建設資金、購入資金又は補修資金）を

行う。 

 『【資料】第２．２４「住宅復興資金」』参照 

 

２.６ 租税等の徴収猶予及び減免等【 課税課、収納課、国保年金課、 

保育幼稚園課、長寿支援課 】 

被災した納税義務者等に対し、地方税法又は市条例等により、期限の延長及び減免等

を行うときは、それぞれの実態に応じて適時適切に講じるものとする。 

(1) 市税の徴収猶予及び減免 

市長は、災害により被災者の納付すべき市税について、法令及び条例等の規定に基

づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延

長、徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

□減免 

 

 

 

 

 

 

 

□徴収の猶予 

 

 

① 市民税（吉川市税条例第５１条） 

罹災した納税義務者本人又は住宅、家財の被災の程度に応じて減免を行う。 

② 固定資産税（吉川市税条例第７１条） 

罹災した固定資産（土地、家屋、償却資産）の被災の程度に応じて減免を行う｡ 

③ 特別土地保有税（吉川市税条例第１３９条の３） 

罹災した土地の被災の程度に応じて減免を行う。 

④ 国民健康保険税（吉川市国民健康保険税条例第２５条） 

罹災した納税者本人又は住宅、家財の被災の程度に応じて減免を行う。 

 

被

災

世

帯 

市 

埼

玉

県 

 

①罹災証明書の交付 

②給付金支給申請 

④決定通知（写）送付 

④決定通知送付、⑦給付金の支給（口座振込） 

負担金の請求 
県
内
全
市
町
村 

③申請書等送付 

負担金の納付 

⑤給付金支給請求 ⑥請求書等送付 
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(2) 国税等の徴収猶予及び減免 

国及び県は、災害により被災者の納付すべき国税及び地方税について、法令及び条

例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関

する期限の延長、国税・地方税（延滞金等を含む）の徴収猶予及び減免の措置を災害

の状況に応じて実施するものとする。 

(3) 国民年金保険料の免除（国民年金法第９０条） 

被災した年金加入者又はその世帯員が災害によって財産に損害を受け、保険料を納

付することが困難な事情にあるときは、市が申請を受付け、内容を確認し、日本年金

機構が審査・決定を行う。 

(4) 後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予（埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例第１８条） 

 ①減免（埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第１８条） 

被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき保険料を減免する。 

  ②徴収猶予（埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第１７条） 

   災害により財産に損害を受けた納付義務者が保険料を一時的に納付することができ 

ないと認められるときは、その者の申請に基づき、その給付金額を限度として、６ 

月以内の期間に限って徴収を猶予する。 

(5) 保育料の減免（吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例第８条） 

災害により著しい損失を受け、保育料を納付することが困難と認められるときは、

保育料を減免する。 

(6) 介護保険料の徴収猶予及び減免（吉川市介護福祉総合条例第２０条・第２１条） 

災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合には、

その損失の程度に応じて徴収徴収の猶予及び減免する。 

 (7) 介護保険利用者負担額の減免（吉川市介護福祉総合条例施行規則第４２６条） 

災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合には、

その損失の程度に応じて減免する。 

 

２.７ 就労支援【 商工課 】 

市は、災害により離職を余儀なくされた被災者の状況の把握に努め、状況によって臨

時職業相談窓口の設置などの措置を国（越谷公共職業安定所）に要請する。また、国等

が行う職業のあっせん等の措置について、被災者へ情報提供を行う。 

 (1) 公共職業安定所による職業のあっせん（国：埼玉労働局） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、

求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、災害の状況に応じて、以下

の措置を行う。 

① 臨時職業相談窓口の設置 

② 公共職業安定所に出向くことが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡

回職業相談の実施 
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③ 職業訓練受講指示・職業転換給付金制度の活用等 

④ 災害救助法が適用された市町村長から労務需要があった場合の労働者の斡旋 

 (2) 雇用保険の失業等給付に関する措置（国：埼玉労働局） 

  ① 証明書による失業の認定 

災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書により事後

に失業認定を行い、求職者給付を支給する。 

  ② 激甚災害による休業者に対する求職者給付の支給 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第２５条に定める

措置が適用された場合は、災害による休業等のため、賃金を受けることができない

雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者は除く。）に対し、失業しているものとみな

して求職者給付を支給する。 

(3) 未払賃金立替払制度（国：埼玉労働局） 

災害により事業主が倒産等の状態に至り、労働者に賃金を支払うことができなくな

った場合であって、未払賃金立替払制度の対象となる事案について、労働者からの申

請等に基づき、未払賃金のうちの一定額を立替払いするための手続きを速やかに行う。 
 
２.８ 生活保護【 地域福祉課 】 

被災者の恒久的生活確保のため県及び市は、低所得者に対しておおむね次の措置を講

じるものとする。 

生活保護の申請をされた被災者世帯に対し、生活保護法に基づく保護の要件に適合し

ているか調査の上、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長する。 
 

２.９ 郵便事業に係る措置【 日本郵便(株) 】 

日本郵便㈱は、災害が発生した場合において、災害の態様及び公衆の被害状況など被

災地の実情に応じ、郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。 

(1) 郵便関係 

  ① 被災者に対する郵便葉書などの無償交付 

災害救助法が発動された場合、被災１世帯当たり、通常郵便葉書５枚及び郵便書

簡１枚の範囲内で無償交付する。なお、交付場所は日本郵便㈱が指定した郵便局と

する。 

  ② 被災者が差し出す通常郵便物の料金免除 

被災者が差し出す通常郵便物（速達郵便物及び電子郵便を含む）の料金免除を実

施する。なお、取扱場所は日本郵便㈱が指定した郵便局とする。 

  ③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

日本郵便㈱が公示して、被災者の救助などを行う地方公共団体、日本赤十字社、

共同募金会又は共同募金会連合会にあてた救助用物品を内容とするゆうパック及び

救助用又は見舞い用の現金書留郵便物の料金免除を実施する。なお、引受場所は全

ての郵便局（簡易郵便局を含む。）とする。 

  ④ 利用の制限及び業務の停止 

重要な郵便物の送達の確保又は交通の途絶のため、やむを得ないと認められる場

合は、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することがある。 
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第３ 農業・中小企業への支援 

本市は、地震により被害を受けた農業者又は団体に対し復旧を促進し、農業の生産力

の維持増進と経営の安定に向けた各種支援制度による融資や補助の円滑化を図るとと

もに、農業災害補償法に基づき、農業共済団体に対し災害補償業務の迅速、適正化、仮

払いにより早期に共済金の支払いができるよう措置を講じる。 

なお、融資に当たっては、災害復旧に必要な資金の融資が円滑に実施されるよう業務

の適正かつ迅速化に努める。 

また、被災した中小企業に対しては、各種融資制度の周知を図り、再建を促進するも

のとする。 

 

 

 

 

 

３.１ 農業関係融資等【 農政課 】 

被災した農業者又は団体の復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持増進と経営の安定

を図るため、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」、

「埼玉県農業災害対策特別措置条例」等に基づき融資する。また、県は、資金対策とし

て一般金融機関及び政府系金融施設の復旧に必要な資金並びに事業費の融資が迅速か

つ円滑に行われるよう次の措置を実施する。 

 (1) 資金融資 

① 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく資

金融資 

② 埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく融資措置 

③ ㈱日本政策金融公庫による資金貸付 

 『【資料】第２．２５「被災農林漁業関係者への融資制度」』参照 

 

 (2) 埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく補助措置 

   県は、隣接する市町村の区域に１０ha以上の農作物減収被害があった場合等、埼玉

県農業災害対策特別措置条例に基づき「特別災害」として指定し、市と連携し、肥料・

農薬・種苗の購入費等の補助を行う。 

 

 (3) 農業災害補償 

農業災害補償法に基づく農業共済団体に対し災害補償業務の迅速、適正化を図る。 

 

３.２ 中小企業関係融資【 商工課 】 

被災した中小企業は、県の経営安定資金（災害復旧関連）を利用できる。 

また、被災した中小企業の再建を促進するための資金対策として、一般金融機関（銀

行、信用金庫、信用組合）及び政府系金融機関（㈱日本政策金融公庫、㈱商工組合中央

第３ 農業・中小企業への支援 ３.１ 農業関係融資等 

３.２ 中小企業関係融資 
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金庫）の融資及び県の制度融資、信用保証協会による融資の保証により、施設の復旧並

びに事業の再建に必要な資金が迅速かつ円滑に融資されるよう県は次の措置を実施し、

国に対しても要望する。 

  ① 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金償還期間の特例 

激甚災害を受けた中小企業者に対する激甚災害を受ける以前において、小規模事

業者等設備導入資金助成法によって貸し付けた資付金（公益財団法人埼玉県産業振

興公社が貸与した設備に係る割賦代金を含む。）について、県は償還期間を２年以内

において延長することができるものとする。 

  ② 埼玉県信用保証協会への要請 

埼玉県信用保証協会に対し、罹災者への保証審査の迅速化を要請し資金の円滑化

を図る。 

  ③ 資金貸付の簡易迅速化、条件緩和等の措置 

被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付手続きの簡易迅速

化、貸付条件の緩和等について特別の取扱いをするよう要請する。 

  ④ 資金需要の把握 

中小企業関係の被害状況について調査し再建のための資金需要について速やかに

把握する。 

  ⑤ 中小企業者に対する周知 

市町村及び中小企業関係団体を通じ、国、県及び政府系金融機関等が行う金融の

特別措置について中小企業者に周知、徹底を図る。 

 『【資料】第２．２６「被災中小企業への融資制度」』参照 
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第２節 公共施設等の復旧計画 

公共土木施設が災害等により被害を受けた場合は、各施設管理者は、被害状況を調査

し復旧に努めるものとする。特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を要するものについ

て、迅速かつ計画的に実施する。関係する災害復旧事業計画の種類は以下のとおりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 公共土木施設の復旧計画 

第２ 都市施設の復旧計画 
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第１ 公共土木施設の復旧計画 

公共土木施設が災害等により被害を受けた場合は、各施設管理者は、被害状況を調査

し復旧に努めるものとする。 

特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を要するものについて、迅速かつ計画的に実施

する。  

 

 

 

 

 

 

 

１.１ 基本方針【 関係各課 】 

(1) 災害復旧事業実施体制の確立 

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、市、県、指定地方行政機関、

指定公共機関、指定地方公共機関等は、実施に必要な職員の配備、職員の応援、派遣

等の活動体制について必要な措置をとる。 

(2) 災害復旧事業計画の作成 

市は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所

管する公共施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成する。 

復旧事業計画の策定に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、再度災

害の防止に努めるよう関係機関と十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。 

なお、災害復旧事業計画の種類は次のとおりである。 

① 公共土木施設災害復旧事業計画 

② 農林水産業施設災害復旧事業計画 

③ 都市災害復旧事業計画 

④ 上下水道災害復旧事業計画 

⑤ 住宅災害復旧事業計画 

⑥ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

⑦ 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

⑧ 学校教育施設災害復旧事業計画 

⑨ 社会教育施設災害復旧事業計画 

⑩ 復旧上必要な金融その他の資金計画 

⑪ その他の計画 

(3) 財政援助及び助成計画の作成 

市は、国又は県が費用の全部又は一部を負担又は援助するものについては、財政援

助及び助成計画を作成して、復旧事業費の査定実施が速やかに行えるよう努める。 

国は、次の財政援助根拠法令等に基づき、法律又は予算の範囲内において災害復旧

事業の全部又は一部を負担又は補助する。 

第１ 公共土木施設の復旧計画 １.１ 基本方針 

１.２ 河川 

１.３ 道路施設 
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① 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

② 公立学校施設災害復旧等国庫負担法 

③ 公営住宅法 

④ 土地区画整理法 

⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑦ 予防接種法 

⑧ 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき予算の範

囲内で事業費の２分の１を国庫補助する。 

⑨ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

⑩ 県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

⑪ 水道法 

(4) 災害復旧事業の実施 

復旧事業の事業費が決定され次第、速やかに事業が実施できるよう措置し、復旧事

業の実施効率を上げるよう努める。 

被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本としつつも、再度災害防止等の観点

から、可能な限り改良復旧を行うものとする。 

また、復旧事業の実施に当たっては、緊急といえども関係住民に対して理解を得ら

れるように努める。 

なお、災害復旧工事における労働災害を防止するため、災害復旧工事現場に対し適

切な監督指導等を行う。 

 

１.２ 河川【 河川下水道課 】 

河川管理者は、河川が災害等により被害を受けた場合、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うものとする。 

特に、公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。 

① 護岸の決壊で市民の日常生活に重大な影響を与えているもの。 

② 護岸等の決壊で破堤のおそれのあるもの。 

③ 河川の護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの。 

④ 河川の埋そくで、流水のそ通を著しく阻害するもの。 

 

１.３ 道路施設【 道路公園課 】 

道路管理者は、道路、橋梁、道路付属物等が被害を受けた場合、被害状況を速やかに

調査し、公益占用物件等の復旧計画と調整の上、被害を受けた施設を復旧する。 

公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。 

① 道路の埋没又は決壊により、交通が不可能又は著しく困難であるもの。 

② 道路の埋没又は決壊で、これを放置することにより、二次災害が生じるおそれの

あるもの。 
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第２ 都市施設の復旧計画 

災害時には、上下水道施設、電力施設、電気通信施設、ガス施設、交通施設などの都

市施設に被害が生じることが考えられる。これらの施設は、市民の生活と密着している

ものであり、その影響は極めて大きい。 

このため、これらの施設の機能を一刻も早く回復し再開することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 水道施設 【 水道課 】 

復旧に際しては、配水調整等により順次給水区域を拡大しつつ速やかに復旧に努める。 

(1) 施設復旧の優先順位 

  ① 取水施設、導水施設、浄水施設、送配水管（特に重要と認められる管路） 

  ② 一般管路（配水管等） 

(2) 管路における復旧順位 

  ① 送配水本管復旧 

    ＜第１段階＞ 送水管及び給水上重要な主要配水幹線 

    ＜第２段階＞ 主要配水幹線に準じる管路及び必要と認められる管路 

  ② 配水小管復旧 

重要と認められる管路を優先し、順次復旧に努める。 

 

２.２ 下水道施設【 河川下水道課 】 

施設復旧の順位は、下水道幹線及び処理場等の復旧状況を中川水循環センターと調整

しつつ、幹線管渠を優先し、続いて枝線及びポンプ場等、順次速やかに復旧して処理可

能区域の拡大に努める。 

 

２.３ 電力施設【 東京電力パワーグリッド(株)川口支社 】 

復旧の順位は、原則として、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公署、生活安

定のために重要な報道機関、避難所等の施設について優先的に復旧計画を立てるが、災

害状況、施設復旧の難易度を考慮し、電力供給上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

第２ 都市施設の復旧計画 ２.１ 水道施設 

２.２ 下水道施設 

２.３ 電力施設 

２.４ 電気通信施設 

２.５ 都市ガス施設 

２.６ 交通施設 
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２.４ 電気通信施設【 東日本電信電話(株)埼玉事業部 】 

 (1) 復旧の順位 

通信の途絶解消及び重要通信確保の上で、復旧順位については被害状況、通信そ通

状況、回線構成、公共の利益等の実績を考慮し、できる限りそ通回線の均衡を図って

復旧する。 

 (2) 改善措置 

被害の再発を防止するため、電気通信設備等の被害原因を分析し、各々の原因に応

じた改善措置をとる。 

 

□重要通信を確保する機関（各社の契約約款に別の定めがある場合はその定めによる。） 

第１順位 

気象機関､水防機関､消防機関､災害救助機関､警察機関､防衛機関､輸送

の確保に直接関係のある機関､通信の確保に直接関係のある機関､電力

の供給の確保に直接関係のある機関 

第２順位 

ガス･水道の供給確保に直接関係のある機関､選挙管理機関､預貯金業

務を行う金融機関､新聞社､通信社､放送事業者及び第１順位以外の国

又は地方公共団体 

第３順位 第１順位、第２順位に該当しないもの 
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２.５ 都市ガス施設【 東彩ガス(株) 】 

ガスの供給を停止した場合の供給再開については、二次災害を防止するため、次の手

順により慎重に進める。 

(1) 供給施設における措置 

ガスの供給を一時又は一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の点検、

補修を行い、各設備の安全性確認の後、標準作業に基づいて、ガスの供給を再開する。 

(2) 供給施設の点検 

ガス再供給時のガス漏れ等による二次災害を防止するため、次の点検措置を行う。 

① 中圧導管 

中圧導管は路線別に点検調査し、必要に応じ被害箇所の修復を行う。 

② 整圧器 

作動、据付状況等の点検を行い、作動機能を確認する。 

③ 低圧本支管 

整圧器出側からの本支管についても点検調査を行い、被害が大きい地区について

は、復旧措置をブロック単位で実施し、順次修復する。 

④ 供給の再開 

供給を停止した導管系統のうち、点検済みの中圧導管については、ガスのエアー

パージや気密試験を行い、整圧器以降に低圧導管の検査完了地区ごとに、供給を開

始する。 

(3) 需要家設備の点検 

低圧本支管の点検修理と並行して、各需要家の内管検査及びガスメ－タ－の点検を

実施し、必要な補修を行う。 

 

２.６ 交通施設【 東日本旅客鉄道(株) 】 

災害に伴う被災線区の迅速な運転再開を図り、社会経済活動の早急な回復と災害復旧

に際しては、再び同様な被害を被ることのないよう耐震性の向上を図るとともに、関係

行政機関が行う復旧作業等を考慮し、迅速かつ適切な復旧を実施する。 
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第３節 激甚災害の指定 

 

激甚法に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を速やかに調査し実情を把

握して、早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅

速かつ円滑に実施できるよう措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１ 激甚災害に関する調査及び指定の促進 

第２ 特別財政援助額の交付手続等 
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第１ 激甚災害に関する調査及び指定の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.１ 激甚法による財政援助【 総括班（危機管理課）、財政班（財政課） 】 

著しく激甚である災害が発生した場合における、地方公共団体の経費の負担の適正化

及び罹災者の災害復興の意欲を高めることを目的とした激甚災害に対処するための特

別の財政援助に関する法律が制定されている。 

この法律は、激甚災害と指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の

財政援助と、罹災者に対する特別の助成措置を内容としている。 

市は、災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害が発生した場合には、災害の

状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、

公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

 

  □財政援助措置の対象 

  １ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

・公共土木施設災害復旧事業 

・公共土木施設復旧事業関連事業 

・公立学校施設災害復旧事業 

・公営住宅災害復旧事業 

・生活保護施設災害復旧事業 

・児童福祉施設災害復旧事業 

・老人福祉施設災害復旧事業 

・身体障がい者社会参加支援施設災害復旧事業 

・障がい者支援施設等災害復旧事業 

・婦人保護施設災害復旧事業 

・感染症指定医療機関災害復旧事業 

・感染症予防事業 

・堆積土砂排除事業 

・たん水排除事業 

  ２ 農林水産業に関する特別の助成 

・農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

・開拓者等の施設の災害復旧事業等に対する補助 

第１ 激甚災害に関する調査 

   及び指定の促進 

１.１ 激甚法による財政援助 

１.２ 激甚災害指定の手続き 

１.３ 激甚災害に関する被害 

    状況等の調査・報告 
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・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

・森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

・土地改良区等の行うたん水排除事業に対する補助 

・共同利用小型漁船の建造費の補助 

・森林災害復旧事業に対する補助 

  ３ 中小企業に関する特別の助成 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

・小規模企業者等設備導入資金助成法による資付金の償還期間の特例 

・事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

  ４ その他の財政援助及び助成 

・公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

・私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

・日本私学振興財団の業務の特例 

・市町村が施行する伝染病予防事業に関する特例 

・母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 

・水防資材費の補助の特例 

・罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

・産業労働者住宅建設資金融通の特例 

・小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

・雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

・上水道施設及び簡易水道施設の災害復旧事業に対する補助 

 

１.２ 激甚災害指定の手続き【 総括班（危機管理課） 】 

市長は、災害が発生した場合は速やかにその災害の状況及び措置の概要を県知事に報

告し、これを受けた県知事は内閣総理大臣に報告する（災害対策基本法第５３条）。 

内閣総理大臣は、その災害が激甚法第２条第１項に規定する激甚な災害に該当すると

判断したときは、中央防災会議の意見を聴いた上で、激甚災害として指定し、その災害

に対してとるべき措置を指定する政令の制定により、必要な財政援助措置がとられるこ

ととなる。 

 □激甚災害の指定手続き 
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１.３ 激甚災害に関する被害状況等の調査・報告【 総括班（危機管理課） 】 

 (1) 知事への報告 

市長は、市内で災害が発生した場合は、災害対策基本法第５３条第１項の規定に基

づき、速やかにその被害状況を県知事へ報告するものとする。 

(2) 報告事項 

被害状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了する

までの間、次に掲げる事項について行うものとする。 

① 災害の原因 

② 災害が発生した日時 

③ 災害が発生した場所又は地域 

④ 被害の程度（災害対策基本法施行規則別表第１に定める事項） 

⑤ 災害に対する措置 

⑥ その他必要な事項 

 (3) 激甚災害に関する調査 

県は、市の被害状況を検討の上、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、

その他激甚法に定める必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定を受けら

れるよう措置を講じる。 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

 

 

第２ 特別財政援助額の交付手続等【 総括班、（危機管理課）、 

財政班（財政課） 】 
市長は激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別ごとに激甚法及び算定の基礎とな

る法令に基づき調書等を作成し、県知事に提出しなければならない。  
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第４節 災害復興の基本方針  

被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に都市構造や地域産業の構造等をよ

りよいものに改変する復興計画を速やかに作成し、計画的な復興事業を推進する。 

 

 

 

 

第１ 基本方針 

地震災害によって、本市内の広い地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた

場合、市の復興は、多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となるため、市の

復興計画を速やかに作成しなくてはならない。 

ここでは、復興の際必要となる災害復興計画をより円滑に進めるために、災害復興事

業の基本となる方針を定めることにする。 

なお、復旧・復興に当たっては，男女共同参画の観点から，復旧・復興のあらゆる場

・組織に女性の参画を促進するとともに、高齢者、障がい者等の要配慮者の参画を促進

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.１ 防災・減災のまちづくり【 関係各課 】 

市は、再度の災害防止とともに、より快適な都市環境を目指し、市民の安全と環境保

全等にも配慮した防災・減災のまちづくりを進めるものとする。 

復興計画の作成に当たっては、市民の理解を得ることを前提とし、「安全で災害に強

い」、「要配慮者に優しく安心して住める」、「互いに協力し、助け合う」などのまちづく

りを目指す方針のもとに作成しなければならない。 

 

１.２ 災害復興計画作成への体制づくり【 関係各課 】 

市の災害復興ビジョンをいち早く示すことは、被災した市民に未来への夢をもたらし、

復興への目標とエネルギーを生み出す原動力となり、個々の復興事業を円滑に推進する

ことが可能となる。 

発災後、できるだけ早い時期に災害復興計画の専門チームを編成し、災害復興ビジョ

ンの速やかな公表を目指すものとする。 

 

第１ 基本方針 

第１ 基本方針 １.１ 防災・減災のまちづくり 

１.２ 災害復興計画作成への体制 

    づくり 

１.３ 災害復興事業の実施 
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 (1) 復興に関する事前の取組み 

早期の復興を実現するため、復興方針や復興計画が速やかに策定できるよう、あら

かじめ復興手続等について検討を行い、必要に応じて復興プラン等を策定する。 

 (2) 災害復興対策本部の設置 

市は、被災状況を速やかに把握し、復興の必要性を確認した場合は、市長を本部長

とする復興対策本部を設置する。当該本部を設置した場合には、災害復興に関する県

との連絡調整及び技術的支援のための県派遣職員の受入れなど、必要に応じた支援受

入体制を整備する。 

(3) 災害復興計画の作成 

① 災害復興方針の策定 

市は、災害復興計画の基本的な方向性を定める災害復興方針を策定するため、学

識経験者、有識者、市議会議員、市民代表、行政関係職員により構成される復興検

討委員会を設置し、復興方針を策定する。また、復興方針を策定した場合は、速や

かにその内容を市民に公表する。 

② 災害復興計画の策定 

市は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本

方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業

等を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化

した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする。 

当該計画では、必要に応じて以下の事項について計画策定を行なう。 

  ア 市街地復興に関する計画 

    イ 産業振興に関する計画 

    ウ 生活復興に関する計画 

    エ 上記計画の事業手法、財源確保及び推進体制に関する計画 

 

１.３ 災害復興事業の実施【 都市計画課、関係各課 】 

 (1) 災害復興事業の実施 

市は、災害復興事業に関する専門部署を設置し、県からの技術的、財政的支援を得

つつ、当該部署を中心に災害復興計画に基づき、災害復興事業を実施する。 

 (2) 市街地復興事業のための行政上の手続きの実施 

市街地復興事業のための行政上の手続きの実施に当たっては、発災直後から１週間

程度を目安とし、建築基準法第８４条建築制限や被災市街地復興推進地域の都市計画

決定を行う区域の建築物被害状況を把握・調査する必要があり、当該業務の実施のた

めの体制を整備する。 

  ① 建築基準法第８４条建築制限区域の指定 

県は、建築主事を置く市町村（建築基準法第９７条の２に基づき建築主事を置く

市町村を除く。）以外の市町村で、被災した市街地で都市計画又は土地区画整理法に

よる土地区画整理事業のため必要があると認められる場合には、建築基準法第８４

条による建築制限区域の指定を行う。（吉川市は、建築基準法第９７条の２の規定に

基づき建築主事を置いていることから、県が指定を行うことになる。） 
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  ② 被災市街地復興特別措置法上の手続き 

被災市街地復興特別措置法は、都市計画法で定める都市計画区域内で、災害にお

いて相当数の建築物が滅失した区域、諸条件から不良な街区の環境が形成されるお

それがある区域について指定ができるため、災害復興計画を作成する際には、積極

的な活用を図るものとし、被災市街地復興特別措置法第５条の規定による被災市街

地復興推進地域を指定し、建築行為等の制限等を行う。なお、被災市街地復興推進

地域の決定は、通常の都市計画決定の手続きと同様の手続きが必要となる。 

この法の特徴としては、次のとおりである。 

ア 被災市街地復興推進地域においては、建築制限期間が２年間である。 

イ 建築行為等の許可が得られないとして、買収の申し出があった場合、特別な事

情がない限り、県知事は時価で買い取る。 

ウ 住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域内での被災市街地復興土地区画整理

事業で、復興共同住宅区を定めることができる。 

エ 第二種市街地再開発事業の適用条件の緩和が受けられる。 

オ 公営住宅等の入居資格を３年間除外することができる。 


